
令和４年 7 月号掲載 

男女共同参画社会をつくる 

～男女共同参画に関するＱ＆Ａ～ 

 

Ｑ９２   地域の安心・安全の確保に対する住民の関心が高まる中、防災における男女

共同参画の視点から防災委員の占める女性の割合はどうなっていますか。 

 

 

Ａ９２  Ａ  防災会議の委員に占める女性の割合 

      地方公共団体の防災会議の委員に占める女性の割合は、令和２（２０２０） 

年４月１日現在、都道府県防災会議が１６．１％（前年比０．１％ポイント増）、 

市区町村防災会議が８．８％（同 0.1％ポイント増）とほぼ横ばいであります。 

 都道府県防災会議では、女性委員のいない会議数が平成２５（２０１３）年 

に初めてゼロとなった。一方、市区町村防災会議のうち女性委員のいない会議 

数は、令和２（２０２０）年は３４８（同会議総数の２１．８％、前年比０． 

４％ポイント減）となっており、そのうち町村の防災会議が３０３と８７％を 

占めている（Ｉ－４－６図）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       都道府県防災会議では、平成２４（２０１２）年６月の災害対策基本法（昭 

和３６年法律第２２３号）の改正により、「自主防災組織を構成する者又は学 

識経験のある者」（同法第１５条第５項第８号）を委員に任命することが可能 

となったため、この規定を活用し、女性委員の割合を高めた都道府県が多い。 

都道府県によっては、知事が庁内の職員から委員を任命する際に女性を積極 

的に登用したり、指定公共機関や指定地方公共機関に対し役職を問わず女性 

の推薦を依頼するなど、女性委員の割合を高める工夫を行っている。 

 

 Ｂ   消防の現場における男女共同参画 

消防吏員に占める女性の割合は、令和２（２０２０）年４月１日現在で３． 

０％（前年比０．１％ポイント増）とほぼ横ばいである。女性消防吏員がい 

ない消防本部数は年々減少しており、同日現在で１５４（消防本部数の２１． 

２％。前年比３．３％ポイント減）である（Ｉ－４－７図）。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       消防団員に占める女性の割合は、令和２（２０２０）年４月１日現在で３． 

            ３％（前年比０．１％ポイント増）であり、消防団員総数が減少する中で、 

女性の割合は一貫して上昇傾向にある。また、女性消防団員がいない消防団 

数は年々減少しており、同日現在、５４８（消防団数の２４．９％、前年比 

２．３％ポイント減）となっている（Ｉ－４－８図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所 内閣府男女共同参画白書 令和３年版 


